
会泊、
音崎

第 130巻第1・2号

販売過程とマーケティング渦程 ・・・ …・・橋

日本曹達の工場展開… 下

本 勲

谷政弘

資本の国際化の方法的模索(上)一...・H ・-…・奥 村 和 久

貿易自由化前夜のフラ γス綿工業日 -・・清水克洋

21 

50 

72 

レーヴェ社における工場管理・ a田…....ー ・・幸田亮一 97 

昭和 57年 7・8月

宗郡大事経?持事曾



72 (72) 

貿易自由化前夜のフランス綿工業

一一一1860年ア yヶートの検討を中心に一一一

清水克洋

は じ め に

1860年英・仏通商条約は，フランス綿工業の誕生以来継続されてきた綿製品

の輸入禁止政策を 8~10%の低率関税による自由貿易政策に転換せしめた。

多くの綿業資本家が，イギリ九綿工業によってフラ γ 丹市場が侵食されること

を理由に，この政策転換に反対し，あるいはz 関税率の低さに不満を表明した。

客観的に見ても，イギリスからの直接の影響を受けて発展しながら主，それと

の競争からは保護されることによって存続を確保しえてきたフラ:/7>綿工業に

とって，国内市場のイギリスへの解放は，大きな官険であった。結果は周知の

とおり，フランλ 綿工業は，新政策の下で園内市場を守り抜いたのである九

われわれは，すでに，労働者の貧困の社会問題化を手がかりに， 1830年代末

におけるフランス綿工業の工場体制を分析したへ それ以降2C年聞のいかなる

発展が，このイギリスとの直接の競争を可能にしたのであろうか。貿易自由化

前夜のフランス綿工業におけるエ場体制の発展段階はどこにあり，その特質は

何であったのか。この問題を解明するうえで不可欠な作業は， 30%という条約

の範囲内で関税率を決定することを目的として実施された綿工業についての7

ンケート Enquete問 dustiellsur le traite de commerce avec ['Angletter， t 

1) 服部春章第二帝政下の貿易自由化と経済発展「名古屋大学文学部研究論集JLIX，1973年，
栖原弥生 資本主義確立期のフラ γス綿業「北大文学部昨日要JNo. 17， 1969年11月，参照。 Cf

CL Fohlen， L'industrie te_cctile au. 白mtsdu S，いcondEmpirf!， 1956. pp_ 585-587 

2) 拙陪， 183C年代フランス綿工業における工場体制と産業構造「経済論叢」第 127巻第6号，昭
和56年6月，参戸、回
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IV， Paris， 1860.3>の検討である。 1860年英・仏通商条約そのものの本質，およ

び，それがフヲ Yス綿工業に及ぼした影響を解明するという観点から，すでに，

このアンケートの分析作業が行われ，少なからぬ成果があげられている4ら に

もかかわらず 7'/ケート全体の分析としては，それは一面性，拍象性をまぬ

がれえていなし、。すなわち，条約の本質が問題にされる場合，皇帝政府の自由

貿易主義L 綿業資本家の保護貿易主義の対立という凶式の枠内で議論がたて

られており，せれぞれが必然的にはらむ，政策体系ω具体像が解明されていな

いよと Eある九 あるいは，条約の綿工業発展への影響という形で，政策内容

の検討がなされる場合においても，技術発展中，生産の集積，集中に問題が限

定され，工場体制の全体像が視野に据えられていないことであるヘ

結論を先取りして言えば， 186C年条約をめぐる政府と綿業資本家主の対立は，

機械体系，ネれにも色づく労働力編成，そして，そこに形成される資本・賃労

働関係，これらの総体，つまり工場体制の発展段階についての現状認識と，条

約締結後の見通しにかかわっており， '60年ア Y ケートは， まさしく， この点

についての生々しい，豊富な資料を提供しているのである。工場体制とは，理

論経済学によれば，労働者に対する資本の専制的指揮権の貫徹する場であり円

それは，以下の諸契機から成り立っている。まず，第一に，自動装置としての

機械体系。これが生産の主体となり，労働者は，その運動に従属せしめられて

いること。第二に，機械体系に照応する労働者の分業体系。マニュファクチュ

アとは異なり，年令や性という自然的要素が重要となり，主要労働者とその助

手という関係が支配的となっていること。第三に，産業士宮 産業下士官

め このアンケートは生産業分野を含むものであ旬，第4巻が綿工業にあてられている。
4) 栖原， MiJ掲論文，服部春彦，第二帝政下の貿易自由化と産業資本，河野憧二編「フヲンスプル
ショワ社会の成立J，1977年，参照。 Cf.Fohlen， opαぽ

5) フォ ランは，本'60年アソケ トを含む諸アンケ トの証言において，関心は生産よりも利
益にむけられており，綿業費本家の大多数が，保護貿易論者であり，綿製品輸入禁止制度によっ
て人為的に高められた利益を守ろうとした，と結論づけている。 Cf.Fohlen， op. cit 

6) 栖原，前掲論文服剖L前掲論主，春闘
7) 拙稿，産業革命期フランスにおける労働者の貧困問題 ヴィレルメ調査報告の検討を中心に

「経昔話業」第127巻第2. 3号，昭和.'iF年2月，参.xv::。
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一一産業兵卒という兵営的規律。最後に，第四に，これらを総括した資本の私

的，専制的立法としての工場法典である8l 本稿は，これらの諸契機を手がか

bに， '60年ア y ケートにおける，政府・ 70'ケート委員会，および，綿業資

本家自身の工場体制認識を明らかにし，そこに反映される士場体制の発展段曙

と方向を析出する乙とによって，さきに示した課題に接近しようとするもので

ある。

I アンケートの概要

第 1表は，同じく綿製品の輸入禁止政策の再検討を目的として1834年に実施

第1表 1834年アシケート左1860年アンケートの証人数

業 種 1 1制年アンケー :11 18印年アンケ
;} 

紡 績 8人 42人

織 布 19 58 

絵 染 他 4 22 

撚 糸 10 

言十 28 929 
) 

1) 兼営がある。

Z) フラ γス人のみの数字，他にイギリス10人，スイス 5人，
ベルギー 2人を含む.

3) Enquete (1834)，ゆ cit

4) Enquete (1860)， op. cit 

されたアンケート ωに比べて， 証人数が格段に増加していることを示してい

る山。この数の増加は，委員会が求めた陳述の内容，証人の資格に密接にかか

わっていた。 '34年アンケートの場合，証人は地方代表という資格で各地方の

一般的状況を述べることと，同時に，自分の経営の実態を明らかにすることを

8) Cf. K. Marx， Das K，α~pital. Dietz V町 lag，1953. Bd. r.， 55. 44ト451. crマルクス=エソ
ゲルス全集J大月書居， 1965年@a，347-559ベージ。〕

9) Enψtete relative a divers昭sprohibitions etabl;日sa l' entree des p出品川setangers， 3 

vo1.， 1385 

10) 委員，証人目選定，質問項円の作成田昌躍は未だ明らかにきれていない。ここでは，アンケ
トに表現される限りで，それらの内容を検討する。 Cf.].Houdoy， La filature de coton dans 

le Nord de la Frcnce，1903 
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求められた。これに対して， '60年 7:/ケートでは， 委員会は，各生産中心地

について複数の証人を確保い地方の一般的事情を聞く必要をなくし，以下に

見るように各証人の陳述を，その経蛍ずる工場の状態に限定することによって，

そこに焦点をあてた正確な認識を得ょうとしたのである。

証人の経蛍規模を示すのが第2表であるロ当時の一般的分布と比べると，証

人が中位以上の経蛍に片寄っている ζ とが一目瞭然である。委員会が関税率決

定のために，正確な実態を把撞しようとしたのは，乙心層の経営についてであ

った。通商条灼と， それにもとづく関税率の実施は，全体としてはフラ Y ス綿

工業に園内市場を確保せしめたとは言え，多くの小経営の没落に結果しtdυ。

これを考えるうえで，政府・委員会の政策立案の根拠が，中位以上の経営実態

に置かれていたことは，見落としてはならない事実であるのまた，これによっ

て，綿業資本家の証言が，大経蛍の要求を強〈表明するものになったことは言

うまでもない。

委員会が各証人にあらかじめ送付した質問項目は，紡績については，第3表

第3衰紡績についてり質問事項〈要約〕

第 1項|使用綿自供給地 フランスの港での平均支払額

第四|詰早朝品1需品ラ川署'外の品草鯨誌協品臨暫??
iュ}ノレ・ジェエー' 自動機，半自動機J

第 3項|苦力 Fの有，無蒸気l植用する場合，その馬力説使用石炭，その価
け告，年間紡錘あたり石炭使用量

第4項iフラ γス式番手での製造捕手 各番手の紡錘あたり生産高

第 5項|盟労自案書給宅覇空2fZ鮪転嬰ゐ謹'児卦 1日の労働時間と

第6顎 1綿紡績の準備に新式統綿機白使用白有，無綿糸価格へり影響

第 7項|豊富去で九裁白期，A臨FA面持襲来袋詰詩碑手必
|に品要な関税額

Enquete (1860)， oj弘 cit.，pp. X!..........XII. 

11) 栖原，前掲論文，車時。 Cf.Fohl回ョ噌 cι
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に掲げたとおりである回。委員会の最終目的は， もちろん第7項Jイギリ λ と

の製品価格差を客観的に把握し，低関税率の根拠を得ることにあった目、しか

し，それ以外の質問も，ただ漠然とした実情把握を狙いにしていたのではない。

第 1，第 2，第 3項は， 1853年......，'55年， '60年に実施された原綿， 機械， 石炭

の輸入関税の大幅引き下げ凶を前提として，全般的な自由貿易が綿工業の発展

に結果するとL、う結論を引き出すために設定されたものである。さらに，第2

項の紡績機についての質問，および第4，第5項からは，イギリァ、との直接的

な競争という新体制の下で，自動ミュ ノレ化が促進され，労働生産性が向上す

るという，政府・委員会の見通しを読み取ることができる。織布 仕上一一

捺染にかんしては，綿糸が織布業り原料となり，仕上，捺染にとっては，綿布

が原料であるという関係を指摘すべきである。委員会の自由貿易主義には，綿

糸輸入，綿布輸入の自由化によって，織布，捺染業を刺戟するという展望が含

まれていた。また，労働生産性にかんする質問からは，紡績業に対してと同じ

見通しが存在したことがわかる。

以上，アンケートそのものに即して見た限りでは，条約締結，関税率決定に

あたっての政府・委員会の政策意図，新政策下での綿工業についての見通しは，

綿製品の輸入禁止政策を廃止し，可能な限り自由貿易に近い低関税率を実現す

ることによって，フランス綿工業の生産性向上を惹雪起し，イギリスとの競争

に耐えうる条件を作り出すことである。少なくとも中位以上の経営については，

その可能性が展望されたのである。

これに対する紡績業者の証言を概括すると以下のとおりであ星。まず，使用

原綿にかんする第1項について。ヨーロッバ諸国を経由した綿花には，低率で

はあるが輸入関税がかけられる。にもかかわらず， リヴァプーノレで購入すると

12) 描布一一仕上一一捕染についても 基木的目ま同様の質問事項L

13) 1860年10月， 11月の補足協定によって決定された実際の関税率は，綿，羊宅阜で8.......，10%の従
価札機物は15首従価税であった，服部，前掲論文，参照。

14) 同上，参照。 Cf.E. Levasseur， Histoire des classes ouvrieres et de Z't"ndustrie en 
Fraηce de 1789 a 11570， 19U4 
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いう証言が多い'"。市場?規模が大きいこと，インド綿を独占していること，

などから， リヴァプールでは綿花の種類が多く，関税を考慮しても安価であっ

たことがその原因である回。原綿輸入関税の完全廃止， とくにインド綿輸入の

促進の要求は， ここから必然化吉れたものである1九

第 2項，使用機械にかん Lて。第4表は，イギリス製機械の占める比重の高

さを示している。 しかも，併 第4衰使用機械白別

用される場合同，自動ミュ ィ百三長戸併用|フラ Y 械のみ

ール機を中心に新規機械につ 2 7 I 10 

いてはイギリ只製を輸入する E叩tete(1860)， 噌• cit 

例が多，"ヘ輸入関税，輸送費を合わせると，イギリ λに比べ約 70~100% <D

価格差であり，機械輸入関税の軽減が要求されることになる問。

動力，および，燃料炭にかんする質問に対しては，国内，外からの石炭供品古

を円滑にするために，輸送網の改善が緊急の課題であると強調される。自動ミ

丘一ル化に伴う追加原動力がおもに蒸気力に求められ叩，右炭需要が増大しつ

つあったからであるn したがって，原綿，機械，石炭輸入の自由化による綿工

業の発展という政府・委員会の第一の見通しについては，紡績業者も基本的に

は一致し，それをより徹底することを求めていたのである"，。

自動ミューノレ化の推進に伴う労働生産性の向上という第二の見通しについて

も同様である。使用紡績機の別についての証言を整担したのが第5表である。

15) 原綿輸入の経路について言及して、、るもの 6名のうち. 5名がリゲアゾ}ノレでの購入の事実を
述べている。

16) Enquete (1860)， .op. cit.， p.2 

17) rもL. インド綿が安価に輸入されるならば， それを利用するであろう。Jlbid.. p. 95. Cf 
lbid.， p. 115 

18) Cf. Ihid.， pp. 81， 181 

19) r機椀輸入関税が軽減され札ば，イギリスとの差が縮少する」というのが共通の認識となって
し、る。 Cf.liうid.， pp. 299， 316 

20) たとえば，次の証言を参照。 r水力はそれほど有利ではない。私が新しい工場を建てる場合に
は，交通と労働力の面から， ミュルーズ市に建てるであろう。」晶低， p.191 

21) ある証人1<.この間実現されてきた機械，右炭輸入の自由化によって.フランスにとって不利
な要因は徐々 に消演しつつあると断言する。 Cf.Idid.， p. 299 



貿易自由化前夜のフランス綿工業 ( 79) 7百

第 5琴 自動ミ品 ノレ化の進展

a 使用紡績機の別

自動ミ一日ffll手動ミュノレ

」ょ」3 

Enquete (1860)，中 cit

10 

b 紡錘数比

自動ミ=ァロ動ミュール

と乙」 出 7%

多くの紡績業者が新土場の建設，旧工場の改造に冨及しており，周知のことで

はあるが， 自動ミューノレ化が，すでに開始されていたことを碓認できる。紡錘

あたり生産高にかんしては，二人の証人が，自動ミューノレ，手動ミューノレ，そ

れぞれを比較し前者の優位を明らかにしているZ九さらに，紡錘あたり労働

者数についても， 1 ，000鍾あたり1O~15人が支配的であるのに対して，自動ミ

ューノレ化することで， 10人以下を実現しているい〈つかの一仁場を見附すζ とが

第 6表 イギリスとの製品価格差と要求関税率

事例| 製品番手
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できる叩。したがって，略府・委員会と綿紡績業者は， 自動ミューノレ化による

労働生産性の向上という見通しが一致しただけではなぐ，すでに開始されてい

た現実を踏まえて，それを打ち出す点で共通していたのである。

最後に，要求関税率は，第6表が示すように，少なくともイギリスとの製品

価格差をカヴァーし，それに若干の「保護分」刊がつけ加えられるべきである

というのが，共通の認識である。ところが，これは，政府・委員会の政策への，

際立つて異なる二つの対応を惹吉起こすことになった。まず，太・中番手業者

は，製品価格差が30%以内であり.価格差の評価 I保護分J0)取り吸いの問

題を残すとは言え，委員会の立場と原則的には 致したのである。 17%関税を

要求するー紡績業者。次の証言が，かれちの立場をよ〈表現してい畠。 r私は.

イギジス産業との競争をそれほど恐れるものではなしかれらと同じ武器でた

たかうつもりであ畠が，そのためには，保護関税を必要とする。j叩し士がって，

との「保護分」をめ「る対立，これが，政府・委員会の自由貿易ギ義と，綿紡

績資本家の保護貿易主義の対立の第一の内容なのである。

他方，ノーノレ県を中心とする極細番手業者は，製品価格差が30%以上になる

ので，条約の限度内ではイギリァ、との競争が不可能であると主張する叩。この

細番手部門では，委員会の綿糸輸入の自由化による織布業の刺戟という自由貿

易主義と，紡績業者の保護貿易主義が鋭〈対立して現れしることになるのである。

織布業者，捺染業者の証言にかんしては，モス Hン業者を中心に，綿糸輸入

2め第2表自動ミュ ル化による紡錘あたり芳曲者数の減少

I 事例 I 事担 E

新 工場 6_7人 1.00C錘 5人/l，OOC鍾

旧工場 10.OA /1. 000鍾 15人/1，000鐘

E勿quete(1860)， op. cit.， pp. 12，55， 57 
24) 1単に生産粂件の相違を埋め合わせるだけではなし効果的な保護が必要である。 .28番手

以下については， 20%プラス4引を要求する。それ以下では，県護で比な〈たんなる税法にすぎ
ないoJ1bid.. p.92. 120%関税を要求する。そのうち.18%は製造費格差を埋めるだけであり，
2%だけが骨髄関税である。」品瓦.p.157. 

25) lbid.， p. 58 

26) r::lO%では，保護は論外として，生産条件の均衝も無理J1biιp.225 



貿易自由北前夜のフラ γス綿工業 (81) 81 

自由化の強い要求が打ち出さ主L，捺染業者の中に，再輸出を条件とする綿布の

仮輸入許可を求める声があること叩，これまで手織が残存していた部門で，機

械化の方向が明確にされていること，要求関税率はイギリエとの製品価格差に

もとづいていること，したがって，全体として，政府・委員会の政策意図に対

しては，紡績業者の証言と同様の傾向を示していることを確認しておく。

1860年アンケートは，まず，政府・ 7γヶート委員会の自由貿易主義と，綿

業資本家の保護貿易主義との鋭い対立，さらに，綿業資本家内部での，貿易自

由化，関税率についての大きな見解の相違によって特徴づけられる。しかしな

がら，他方では，綿業資本家は要求関税率の根拠をイギリエとの製品価格差に

求める点で 致していること，また，委員会と綿業資本家も，新体制の卜で機

械化の推進を軸とした労働生産性の向上によってイギリ λ と対抗してゆくとい

う基本政策では共通していることが明らかになるのである。

11 綿業資本家の工場体制認識

綿業資本家のいくつかの証言は，要求関税率の正当性を強調するために，製

品価格差の指摘にとどまらず，その原因にまで及び，さらに労働生産性を高め

る具体的方策をも提示している。それは，イギリコえとの直接の競争を前にした

フランス綿工業についての，資本家自身の現状認識とも言うべきものを含み，

本ァ γケートを興味深いものにする最大の要因の一つである。これらの証言を

整理すると，次の論理が浮かび上ってくる。まず，イギリ月との製品価格差が，

最終的には労働生産性の差に還元される。次いで， この労働生産性の低位の原

因が，機械体系の遅れと，労働力問題に求められる。最後に，結論的に，新貿

易制度の下でイギリ月と競争してゆくには，この二点での改善が不可欠である

とされる。以下，この論理にそって紡績業を中心に検討を加え，必要な限りで

織布業にも言及する。

27) この点については，古賀和文，フランス1861年白地品宇市仮輸入制度に関する一考察「経済論究」
第白書， 1975平 2月，参照宮
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アYケート委員会が，フ音 Yス綿紡績業における労働牛序悼を示す指標とし

て，紡鐸あたり労働者数について質問しているのはすでに見た。紡績資本の代

表たちは，この指標をとりあげてイギリスとの労働生産性の比較を行う。中番

手についての三つの証言から作成したものが第7表である。イギリスにかんす

第7表紡錘1.000錘あたり労働者数の英・仏比較

証言例 1 2 昨日

イオ
27~29番手 唯一白例 3.5人 進んだ工場 331'人

ア、
3%人 通常 5人 中位の工場 4人

フ ヲ ンス キャリコ用並番手 良好な状態 7~8人
私の工場 10人

10"'14人 にある工場 ~ 
他の工場 12~14人

Enquete_.(1860)， ot. cit. pp.l09， 177， 298 

る数値目散密さは確かめられないとしても，イギリエベ人自身の証言が， フラ γ

ス([)方が1，000鐘あたりで多〈の労働者を雇用していることを認めている出。

フランスにかんする数値は 7"/ケートから得られる他の数値と比校する限り

では，特殊なものでないことを確認できる。留意すべきこ色は，第7表にあげ

た証人たちが，イギリスとの労働生産性の格差を，自覚的に把握していたこと

である。それは，表そのものから見てとれると同時に， ζれらの数値が，証人

たもの実際の見聞から得られたものであることによって一層明白となる。たと

えば，事例(3)の証人は，自らがイギリ λの工場で二年間にわたって働いた経験

を持っとともに，アンケート直前には，息子をイギリ旦に送って紡績工場の視

察を行わせているのである加。

こうして，当時のフランス綿紡績資本家たちは，労働生産性についてのイギ

リ λ の優位も労働者の資本装備率から見て 2~3 倍と把握した。かれらは，

ここに，イギリスとの綿糸価格差の根本原因を求めることになるのである。た

だし，それは，直接にではなく，一つの媒介項を介してであった。かれらが直

28) [I，OOC錘あたり労働者数について， くわしいことは言えないが. 印象からすると，フランス
の方が，多〈の労働者を雇用している。JE由主的 (1860)，op. cit.， p.278. 

2め lbid.，pp. 298 ..... 299. (1)の証人もイギりスで 3年間働いた経験を持っている， Cf. lbid.， p. 178 
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面していたのは，イギリス人紡罪業者によって提起された次の問題であヴた。

「フランス綿紡績業者の不利な点は，設備費と石炭価格だけであり，これは，

イギリスと比べての賃金水準の低さによって相殺される。」叩証言の種々の数値

からすると，フヲンスの紡績資本家も，賃金水準は，イギリスに対して10~30

3訂正いと考えていた。この低賃金がイギリスとの競争の武器たりうるのか，否

か，が問題にされたのである。

もとより，製品価格差にかかわるのは，賃金の絶対水準ではな<.生産物あ

たりの費用としての人件費である o 第;8表は，太番手，細番手を問わず，他の

第 8表 イギリ久との製品価格差の要因 (kgあたり〕

a26番手 〈ルアソ市〕

|原綿同子，他|労賃|一位制|屑 | 計
1) I fτcent. I cent. I 阻 t.I cent. I cent. I fr. cent 

IOldha取り工場 1 1 54 1 17 1 15 1 5 1 18 1 2 09 
イギリス， ." =-:.. 1 _ _， 1 __ 1 "" 1 _ 1 __ 1 

|中位の工場 I1 54 I 17 1 18 I 8 1 10 I 2 14 

プラ ス IOisselの工場 I1 70 I 24 I 19 I 山 I 10 I 2 38.5 

中 位 田 工場 11701181301 231101 2 51

1) 同ーの機械製晴業者が建設した工場。 2) おもに工場設備費 o F.nquete， (1 R行0)，ηムcit.，
p.62 

b 170番手(同一機械使用) 1 kgについての英・仏の価格差〔リル市〉

原綿仙格 124ぷフ 1利 子|減価償却問右炭価格|維持費|労 賃I，t 

t叫 lt出 if判 f叫 drmlfm|fi叫守 476

り フランスでの賀用 イギリスでの世用 ιnquere¥，..LdOU)， op_ CU.， Pι3 

諸費用とともに，人件費にかんしてもイギリ旦が有利であることを示している。

表的の証言を行ったノレ アY の紡績業者は，イギリ凡では賃金は高いが，生

産物あたり人件費は少ないと結論づけた800 また労賃水準が低いと言われるア

ルザスについても， r私は，紡錘，年あたり賃金を，アルザスで 6fr. 5日cent.，

イギリスで 3fr， 90 cent と目積っている」叩との証言が得られる。事熊はー

30) Ibid.， p. 271 
31) lbid.， p.63 

32) lbid.， p. 42 
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目瞭然である。労働生産性の低位によって，フランス綿紡績業は，その低賃金

をイギリスとの競争の武器にしえていない。これが，さきのイギリ λ人証人の

問題提起に対するフランス綿紡績資本家の解答であった。また，表 a)は，イ

ギリ兄の最先進技術を導入し，労働生産性の上昇によって，生産物あたり労賃

を大きく減少させ，イギリスの水準に接近している例を示いしたがって，労

働生産性心上昇ιそが，低賃金をイギリスとの競争の現実の武器に転化しうる

ものであることを明らかにしている。

これらの点とかかわって興味深いのが，月イ^綿紡績業にかんするいくつか

の証言である。すなわち，フラ γスよりも労賃水準の低いメイユが，安価な水

力をも合わせて，フラソスにとって「恐るべき競争相手」となっているとの認

第 9表 ヌイ ア二 と白 比較

a 平均賃金・労働日 b 紡錘あたり労賃

平均賃金 労働日 " B 

アルザスのー工場| " 1 12時間 10 

スイスのー工場 1 ::J恥臼5時間 フヲンス 16 

Enquete (1860) op. cit.， pp.44-45 

識である回》。第9表は，これを確認するとともに，スイ λ の方が，イギリスに

対して強い競争力を備えていたことを示している。旦イスの紡績業者自身，イ

ギリ λ との競争を恐れずとの証言を行っている制。機械制大工業にもとづ〈綿

紡績業という点では，フランスと同様，イギリスに対して後発国であるスイス

が，おもに低賃金を武器にフランスを脅かしていた。これは，当時のフラ yス

綿紡績業 0)国際的地位につい ζの重要な示唆である。

以上，プ 7ンス綿績業がイギリスに対する競争の手段を持ち合わせず，それ

が，根本的には労働生産性の低位によるという，要求関税率の正当性を裏付け

33) Cf. Ibid.， pp. 44， 131 
~4) 25番手を製造するー紡績業者は，イギリスへの輸出も行ってい.c， c:千 1仇d.， p.687ーまた別

の証人は，次のように述べる。 r保護はないが， スイス園内ではイギリスとの競争を，1.¥<1てい
ないロ ドイヅ市場で，イギリスとぶつかっているJIbi払， p.702. 
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るための証言は，また，貿易自由化を目前にしたフランス綿紡績資本家の深刻

な現状認識でもあった。ここから，イギリ月との直接の競争への対策として打

ち出されてくるのは， 自動ミューノレ化を軸とする生産体制の改革である。すで

に明らかにされているように， この過程は，フラ Yλ綿紡績業の歴史のうえで

最大の変化の一つである。 7γヶートの分析から明らかになるのは，この生産

体制の改草が，一大生産性向上運動とも呼ぶべき様相を帯びて展開されたこと

である。

より過程のいま一つり特徴は，それが，イギリ Jえからの技術導入によって遂

行されたことである。個々の機械の輸入は言うに及ばず，新工場建設にあたっ

てイギリスをモデノLとする例がいくつか見出される。最も際立っているのは，

イギリスで最新鋭工場を建設した機械製造業者に工場建設を依頼する例であ

る叩。イギリスの証人も，イギリ λ で模範となっている工場の，平，断，側面

図，機械の合理的な配置，労働者数とその仕事内容，他が，フランスで熱心に

紹介されている， との証言を行っている叩。い〈人かのフヲ Y ス人紡績業者が，

イギリプ、の工場で働いた経験を持ち，また，その視察を行っていたことは，す

でに指摘した。また，ある織布業者は，紡績業を兼営するために，イギリエえか

ら一人の contre.maitre (監督〕を雇用し，労働者と監督の仕事について情報

を得ょうとしたと言われる開。これらの例からは，自由貿易への移行を契機に，

当時イギリエで実現されていた最新技術，機械体系と労働力編成，それらの運

用の仕方，つまりは，工場体制そのものを移植することを通じて，イギリ二人に

追いつこうとするフランプ、綿紡績資本家の決意を見てとる!ことができる。

労働生産性向上のための生産体制改革の出発点を，機械， とくに自動ミュー

ノレ化に求める点では，全ての紡績業者の証言が一致する。次の証言は， この点

を強調するもりである。 r紡績業にかんして言えば，労働者の熟練は，今日で

は，以前ほど重要ではなくなっている。労働者は生産において，かつてほど大

35) Cf. lbid.， p.358 
36) Cf. Ibid.， p. 2-64 
37) Cf. loid.， pp. 368-369 
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きな役割を果さない。全て怯機械的に行われ，優秀な労働者と，中位の労働者

との生産高の差はそれほど大きくない。」附機械体系が自動装置化されているこ

とについての資本家の確信が明らかである。しかしながら，労働力の問題が小

さいというのは，むLろ少数意見である。イギリ兄との製品価格差の原因に言

及する証言12例のうち，労働力の差を原因のーっとする証言が10例，そのなか

でも特に強調するものが 4例ある。多〈の紡績資本家が，労働力の問題を重視

し，証言の力点をここに置いていたと言える。

まず，労働者の「熟練」が問題にされる。 Iイギリスの紡績莱では，労働者

は子供の時から一つの作業に専念する乙とによって熟練し，同一時間内に，フ

ラン月の労働者よりも多くの生産を行う。と〈に紡績工は， より多くの紡錘を

操作する。」加すでに，紡錘あたり労働者数という工場全体の労働生産性を示す

指標については検討した。ここでは，より貝体的に，紡績工あたり紡錘数，あ

るいは，準備工あたりの機械の数が問題にされるのである。い〈人かの証人は，

数値をあげて，との点でのイギリ ;<.tの比較を行っている。第10表にそれを掲

第10表 労働者の熟練についてのイギリスとの比較

~紡請であたり紡鐸数 1 
b 準備工程

事例事例 E

1800， 900-Xま 1，000錘巴 っAAC隔 ， ，円晶弘主ムワム柄市仲拙イギりス|紡問2合仇.I.，v v u
il'i':l:V./ I 口日日錘 lAO:労働者が 2台の練紡機

フランス I 7叩錘E紡績機 1台 1.200"，1.4日3錘 1人の労勤者が 1台の棟紡機

Enquete (1860)， ot. cit.， pp. 298， 527， 573 

げる。この労働者の熟練の差は，おもに，イギリスに比べてのフヲ γ月綿紡績

業の歴史の浅さに起因するとされた。 Iイギリスでは，労働者が数世代にわた

って紡績業の種々の労働に慣れ，経験を積み，それに合致した態度を身につけ

ている」のに対して，フラン凡では I第一世代の労働者が自動ミューノレや，

半自動ミューノレのような新しい機械を運転せねばならない」と言われるのであ

38) 11弘d.，p.118 
39) lbid.. p. 206. 
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る40)。イギ日スの優位の一つの原因が，労働者の完成度の高さにある， との認

識から， 自動ミューノレ化を軸。とする生産体制の改革にあたって，労働者の教育イ

訓練の重要性が強調されることになる。

この労働者の「熟練」の問題は，基本的には機械化の推進によって解消され

る， と考えられていた。ところが，いま一つの問題である労働者の「資質」に

かんする証言は，若干ユュア'/7-を異にするものであった。すなわち，結論を

先取りして言えば，労働生産性を規定する要因に，イギリス人労働者とフヲ y

ス人労働者の「資質」の相違があり，とわが，機械化そのものの障害になって

いる，との認識である。まず，フランス人労働者の「資質」が，以下のように

評価される。 I著修品工業に不可欠な，イソテリジェンスや，抜け目のなさで

は劣っていない。しかし，それは，紡積工場では，あまり必要ではなしむし

ろ，熱心に，注意深〈機械を監視することと，肉体的な力が問題である。J40そ

して，フランス人労働者は I何らの知的温ももたらさない単調労働に適性を

欠き，愛着を持たないJ42)のである。この点で， イギリス人労働者は，大変す

ぐれている， と言われる。 Iかれらは，フランス人労働者よりも念入りに， 自

分の家具を扱うように，機械に接する。」山次の証言からは，この労働者の資質

の問題が，労働規律とかかわらせて提起きれていることがわかる。 Iイギりス

の工場を見学して驚いたのは，労働者が器用であり，命令に対して従順であり，

行動が迅速なことであっt.::.oわが国の労働者は，これと反対に，不器用，おし

ゃべり，注意散慢であり，管理が大変困難である。JH)4日

イギリスに対するプランス綿紡績業の劣位の原因が，たんに，機械体系にあ

るだけではなしそれに照応すぺき労働力のあり方，貫徹すべき労働規律にも

4.0) Ibid.， p. 363 
41) Ibia.， p.176 
42) lbid.， p. 63 

43) Ibid.， p.299 

44) Ibid.， p.527 

45) 次の証言も興味深い， [80，000錘工場の完日成を目前にした私にとっての問題は， 労働者の確
保，かれらに支払うべき賃金，要求すべき規律 (discipline)である，Jlbid.， p.泊5
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現存しており，これが，労働者の「熟練」や， I資質」の問題として把握され

たのである。ここに，フランス綿紡績資本家の工場体制認識の最も重要な特徴

があり，かれらが直面した最大の問題が示される。これは，また，貿易自由化

を契機に展開される生産体制改革の過程が，一回では，機械化の推進であると

同時に，他面では，労働規律白向上を通じた労働強化であった ζ とを示唆する

ものでもある。

織布資本家D現状認識にかんしては，機械制織布への移行が完了していた部

門での，以下の証言が特記されるべきである。イギリスとの労働生産性の差が，

織機あたり労働者数を指標として把握きれ，その原肉が，労働者の「熟練」に

求められる点では，紡績業と共通の認識が示されるのただい機械体系につい

ては，ほとんど触れられることなく，労働者の「熟練」のみが重視され， とり

わけ，織布工あたり織機台数のイギリスとの差に焦点があてられ，その直接的

増加が強調されること，これが特徴である。次の証言は，この点を如実にもの

がたっている。 r織布工あたり織機台数は，通商条約締結までは 2台であっ

たが，それ以降，一人で 3台を操作すること，すなわち，イギリスの水準に達

することを提案した。初期の抵抗にもかかわらず，現在では，一人の織布工が

3台の織機を動かしている。」国労働生産性におけるイギリスの優位が，労働の

強度に起因するとされ，条約締結をテコに，一挙にイギリスの水準に到達する

ことが試みられたのである。この意味では，さきに見た紡績資本家の工場体制

認識，および政策の一面がより浮かび上らされているのが，織布資本家の認識

であり，政策であると言えよう。

III 工場体制の発展段階と特質

とれまで検討してきた綿業資本家自身の工場体制認識， と〈に労働者の規律

伸を問題にするそれは，客観的には，工場体制のし、かなる発展段階を反映した

ものであろうか。打ち出されてくる政策は，当時の工場体制の発展方向と， ど

46) Ibid.. p.551 
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のようにかかわっていたのか。この問題を解明するうえで， 1860年アンケート
属医

は貴重な資料を提供しており，これが，本アンケートを興味深いものにする第

三の点である。ここでも，前節と同様，紡績業を中心に検討を加え，必要な限

りで織布莱にも言及する。

われわれは，かつて，労働者の貧困U社会問題化古手がかりに， 1830年代末

プラ γ ス綿工業における工場体制の発展段階と，その特質とを検討した。そこ

から得られた結論は，紡績工場については，以下のとおりである。まず第一に，

準備工程においては，機械体系の自動化が進行1..-，成人男子労働者の婦人，児

童による置き替えが行われ，労働者は機械の運動に従属せ Lめられたこ止であ

る。これに照応する労働規律を身につけることが労働者に強制され，監督労働

者が採用され，一言で表現するならば，資本の労働者に対する専制的指揮権が

貫徹したのである。しかし，第三に，紡績工程においては，紡績機の自動化の

遅れと関連して，熟練と筋力が不可欠であり， ζれを基礎に，熟練工たる紡績

工と，その児童助手とが，雇用・徒弟関係とも呼ぶべき関係にあったことであ

る。ここから，古い労働習慣が工場内に持ち込まれ，紡績工は，資本の専制的

指揮権に服従しながらも，その労働について一定の自由裁量権を持ち，なかば

自立的な地位を保っていたのである山。

このように特徴づけられる工場体制が， 20年後の1860年には，、かなる変容

をとげていたのであろうか。機械体系については，アンケートの分析は，これ

までの研究成果仰を確認するものでしかな"0すなわち，最大の変化は，紡績

工程における自動ミュール紡績機の採用である。これは， chariot (移動車〕の

動きを自動化し，着実に増えてきた紡績機あたり紡錘放を飛躍的に増大せしめ

るものであった。 1834年ア Y ケートでは，最も数値の大きいアルザスで，一紡

績機あたり平均366錘と言われていたのに対して， 木'60年ァ γ ケートでは，一

台あたり， 500~800鍾の自動ミューノレ紡績機の存荘が示きれる刷。第11表は，

47) 拙稿，前掲， 183C年代フランス綿工業における工場体制と産業構造 参照。
48) 服部春彦， Iフランス産業革命論J19団年，植原，前掲論文〉参照p

49) レイポウに上れ1':，1859咋に， アルザスで， 1，1開躍の自動ミュー"機が採用きれたと言わノ
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第11表 自動ミュール機採用による
紡績機あたりぬ紡錘数の増大

事例 E

組

例

一

目

一

日

一

肌

事

一

一

的

V

I
l
l
i
-
-
l
i
l
i
-
-
o
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b

↑
レ

-
6

i

j

j

一
刊
一
団

ュ

ー

一

ミ

一

向

一一時一
ω

300錘

396 

820 

240錘

個別企業内での手動ミュー

ノレ機と， 自動ミューノレ機の，

一台あたり紡錘数の差を示

しており，自動ミュール機

採用の持つ一つの意味を明

ら由通にすーる。

これに対して，すでに白動化が進展していた準備工程では， とくに70番手以

上の細番手生産に大きな変化を与えたと言われる peigneuses (新枕綿機〉の

使用が，ァ γ ヶート委員会によっても注目され，特別の質問項目を与えられて

いる。また，太番手生産でも打綿機や杭綿機の改良があ勺た叩。とうして，機

械体系の発展が見られたとは言え，自動ミュ ル紡績機の導入に匹敵しうる変

化はなかったと言えよう。

以上の機械体系の発展は，労働力のあり方に，いかなる影響を与えたであろ

うか。まず確認されるべきなのは，自動ミューノレ紡績機の採用に伴う，紡績工

あたり紡錘数の増大である。 '34年アンケートからは，太・中番手を生産する

最も進んだ工場における， 366錘， 4日日鍾という事例を見出すことができる。こ

れに対して，第12表が， '6日年7'/ケートから明らかになる限りでの紡績工あ

たり紡錘数である。これらの例は，紡績工あたり紡錘数増大の一つの要因が，

さきに見た紡績機の大型化にあることを示す。同時に， 自動ミュール機の採用

と並行して，紡績工の担当する紡績機が 1台から 2台に増加していること，こ

れが，紡績工あたり紡錘数増大のより大きな要因であることも，明らかとなる。

一人2台化に失敗した例の存在は，逆に， ζ の重要性を強調するものである目。

とζ ろで，自動ミュ ノレ化が，紡績工の熟練士一挙に不要にはせず，成人男

子労働者たる紡績工の下に数人の助手がつくとし、う労働力の編成が維持された

、れる。 Cf.L瓦eyboud，Le coton， son regune， ses problemes， son influence削 Europe，
1863. p. 419 

50) Cf. Ibid.， pp.416-417 

5l) 紡鍾の回転数の増大も見られた。 Cf.Ibid.， p. 42 
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第12表紡績工あたり紡錘数
E・

総紡績工数 総紡錘数 | 紡 績 機 1人あたり紡錘数

却人 10.0口0錘 524380錘錘，自動348ミ鍾ュ手動ノレミューノレ

26 10，口00 手動ミュール

19 10，000 不 明

31 25，000 自動・手動併用

司 1人あたり紡績機

5 I自動ミューJレ 1台

6 I自動ミュ ノレ 2台

7 I 516陸自動ミュ ノレ l台

8 I 720鍾自動ミュール 2台

1人あたり紡錘数

70C錘

1，20日，.....，1，400
516 

1，400 

， 1人2台化に失敗因 Enquete (1860)， op. cit 

333鎮

385 

526 

807 

ことは，周知の事実である。 186口年アンケートは，全体としてこの点を確認す

る。これとかかわって，一自動ミューノレ工場についての，次の証言が興味深い。

「月曜日の欠勤が多く， 2，000~4，000錘もがストップする。これが，紡錘あた

り生産量の低い原因である。」叩ここには， 1830年代末に， ヴィレノレメの目に止

ったのと同じ現象，紡績工の無規律な生活，労働習慣を見出すことができる。

紡績工の担当紡績機数の増大は，ある証人が言うように'"また一人2台化に

失敗した例も示「ように，紡績工が，それを受け入れるかどうか，にかかって

いたのである。さらに，それに習熟することの重要性も指摘された。さきに，

紡績資本家の工場体制認識を検討した際，直面する最大の問題が，労働力の問

題であるとされ， i熟練」や， i資質J，と〈に労働規律が重要視きれたのは，

自動ミヲーノレイ七が既存の労働力編成の上に遂行される， という事態を反映して

いたのである。

52) El叩tete(1860)， 0ρ cit.， p.572 欠勤に対して罰金が課せられてし占地方もあった。これ
が般的かどうかは不明。 Cf.Houdoy， op. cit.， p.399 

53) 労働者あたり紡錘数を噌大させる要因は，新規機械の採用と同時に， rこの機械，と〈に，自
動ミュール機を導入しようとする際に，骨働者が，これに賛成するか，多少とも反対するか」に
かかっている， と言?oE叫 nete(1 RoO). OJ弘 cit.，p.573 
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しか Lながら '60年アンケートには，これまで見落されてきた二つの重大

な変化を物語る証言が含まれていた。一つは，紡績工程への監督労働者の採用

である。二人の証人が，労働力編成の中に contre-maitrede五lature (紡績工

程監督〉の名称を掲げている'"。第13表は，紡績工場の労働力編成について言

第13表監督労働者について白証言

7 2 2 3 

* うち， 1つは contre-rno，Itrcdc mcticrsの名称をあげ，前後の関係から言って紡置工程監
曹と考えられるが，ここでは，この欄に入れた。 Enquete(1860)， op. cit 

及している全7例から作成したものである。遅くとも2日世紀初頭には一般化し

ていた紡績工程への監督労働者の採用聞が，この時期にどの程度の広がりを見

せていたかについで，この表だけから結論を下すことは不可能である。ただし，

紡績工程監督を採用する工場と， しない工場が併存していたことから，この現

象が比較的新しいものであることは推測できる。また，明確に紡績工程監督の

存在を指摘する一つの工場が， ともに自動ミューノレ工場であることにも注目す

べきである。 ζれ以降の発展をも考え合わせると，両者が密接に関連する現象

であることは否定しえないであろう。

第14衰紡績工程における労働力編成

職 種 ". 1 賃金/日

5 fr 田川

紡績工程監督 1 00 

助 手 1 3 日日

紡 績 工 10 3 

市つなぎ工 15 1 

掃 F土 工 15 O 75 

cf.硫 綿監督 4 00 

Enquete (1860)，。ρ cit.，p.69 

54) Cf. Ibid.， pp. 69，89 

第14表は，二例のうちの

ー工場における紡績工程の

労働力編成と賃金表である。

監督の賃金は，紡績工より

高いとは言え，かけ離れた

ものではない。したがって，

この紡績工程監督は，すで

に，1830年代末における存

55) Cf. R. Levy， Histoire eco即 Imiquedu l'白dustriecotonniere帥 Alsace，1912， p. 192. 
Houdoy， o.ρ cit_， p_ 405 
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在を確認しえた統綿監督と並A4で，産業下士官と呼ぶべき存在である。紡績資

本による紡績工程監督の採用について，本7'/ケートも詳細を与えていないと

は言え，これまでの出来高賃金を通じた間接的な紡績工の統制の上に，さらに，

直接の監視を付け加えようとする意図に貫かれたものであることは明瞭である。

換言すれば， 1830年代末にヴィレノレメによって指摘され， なお '6日年当時も見

うけられた，紡績工の労働規律への不服従の傾向を打破し，資本の指揮権の「

により深く従属せしめようとするものであった。

ところで，この紡績~程監督の採用は，それ自体としては労働力編成上の人

きな変化であるとは言え，第14表も示すように，紡績工と児童助手の関係その

ものに手を触れはしなかった。こり点に直接かかわるのが，いま つの注目す

べき変化である。 Irattacheurs (糸つなぎ工〉と bobineurs (掃除工〉には，

bureau (事務所〉が給料を支払う」叩との証言がそれであ品。この評言は，さ

きに見た紡績工程に監督を採用している二例のうちの一つである。したがって，

この工場は，自動ミュール紡績機，紡績工程監督，紡績工助手への事務所から

の賃金支払いを結びつけていることになる。紡績工による児童助手への賃金支

払いを，事務所からのそれに転換しているのは，この一例のみであり，この点

に言及する他の三例'"では，全て紡績工が支払うとされる。また， 2日世紀初頭

にも，少くともリノレ市周辺では， この慣行が支配していたと言われる58)。しか

しながら，ただ一つの例であるとは言え，事務所，すなおも資本家による紡績

工助手への直接の賃金支払いという事実は，紡績工と児童助手の雇用関係を解

体しうる力を資本が掌握したことを示している。すなわち，紡績資本家は，古

い慣行を存続するか，廃止するかについての選択権を持ち，より有利なみ法を

採用しうるということである。したがって，監骨労働者の採用とも合わせて，

紡績工程における労働力のあり方にかんしては，たとえ，形式的な変化は目立

たな〈とも，紡績工の資本への従属が一段と強化されつつあったのである。

56) Eη伊 tetc(1860)， 0ρ cit.， p.90 
57) Cf. lbt"d.， pp. 232，351，525 
58) Cf.}王oudoy，op. cit.， p.381 
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準備工程にかんしては，いi人かの紡績資本家が，準備工に対して出来高給

を適用していることに触れておくべきである。紡績工以外に出来高給を適用す

るのは無理だとする証人もいるが5へそれは例外であり，何らかの程度で出来

高給を採用するのが支配的となっている。 1830年代末の紡績工場では，準備工

程は，監督労働者を雇用し，自動化された機械の運動に労働者士服従せしめる

ことが基本方針となり，おもに時間賃金が採用された。それ以降，機械体系の

自動化がさらに進展し，監督労働者の雇用についても，複数化，それに伴う分

業化の例も現れてはいる6ωが，それらは，いわば量的発展である。したがって，

出来高給の採用は，機械体系や，労働力編成の根本的変化から生じたのではな

い。それは，労働者相主の競争を激fじさせ，かれらから，より多くの労働を引

き出そうとする資本家の意志に起因するものである。次の証言は，それを明瞭

に示Lている。 rかつては，日給を支払っていたが，現在は，能力のある労働

者の熱意を増大せしめるために，全て出来高給にしている。」刊したがって，準

備工に出来高給を採用するか，否か，それをどの範囲にまで広げるのか，等は，

さきに見た紡績工助手への賃金支払いと同様，個々の資本家の意志，どちらが

第15衰ー紡漬工場におけるスタッフ休制 有利であるかの判断に委ね

職 種|人数| 年賃 金 られていたのである。

端。ontre-maltrede metiers巴

Enquete (1860)， op. cit.， p.360 

59) Cf. Enquete (1860); o.ραt.， p.170. 

60) Cf. lbid.， p.3GQ. 
61) lbid.， p.286 
62) Cf.lbid.， pp. 69， 36U， 524， 538 

以上の，準備工程と，紡

績工程とを合わせた紡績工

場全体にかんして direc.

teur (工場長〉の存在に言

及する 4つの証言問が注目

される。第15表は，そのう

ちで最も発達したスタップ
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体制を持つ工場の例である。こ、こでは，一人の directeurの下に，各作業場の

監督，事務所の責任者がおり，いわゆる産業士官一一一産業下士官一一産業兵卒

という，兵営的体制が完成されているのを見ることができる叩。

紡績工程監督の採用，資本による紡績工助手の直接雇用，準i賄工への出来高

給の適用，全体としての兵営的体制の完成，これらは，自動ミュール化を軸と

する労働生産性の向上によって，イギリスと対抗しようとする紡績資本家が直

面した最大の問題，すなわち，イギリスに比べて，労働者の「熟練」や， I資

質J，の低空， 労働規律の欠如を克服せねばならないという問題に対して，資

本家自身が打ち出した解答に他ならなかったと言えよう。

これまで検討してきたエ場体制の発展4そが，第16表に示されるこの間の労

働生産性の上昇だげではなく，貿易自由 第16表ォ，ラ γ県における
労働生産怯

1~以降のイギリスとの競争を可能にした

竺竺」 1，口00錘あたb労働者数
のであヮた。

織布業について。すでに，機械制織布

が確立していた部門においては，機械体

系， 労働力編成の大きな変化は見られ
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ず，工場体制の発展は，紡績工場の準備工程と同様，量的なものであった。そ

の一つの指標として，力織機のスピードの増大をあげることができる。 1830年

代には， 80~90打/分であったものが，本7γ ヶートでは， 12日~180打/分にも

上昇している例が存在する間。また，手織布が残存Lてした部門でも， とくに，

'50年代に入って以降，力織機が導入され，工場制度への転化が開始された。

こうした発展が，イギリスとの直接的競争への準備となったのである。

63) 最初に提起した工場体制の第四の契機た恥資本の私的，専制的立法としての工場法典につい
ては， アγケ トは何らの資料も提供しておらず，分析ができなかった。 この点については，
ウードヮワが 1849年にリル地方で集大成された作業場規則を取りあげ亡おり，興味深い。 Cf.

Houdoy， op. cit.， pp田8-403
64) Cf. Reybaud，op. cit.， p.422， Enquete (1860) 0.ρ 白人 pp.162， 184， 442 
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1860年芙・仏通商条約にもとづいて， 30%の枠内で関税率を決定するために

なされた，フランス綿工業にかんするア yケートの検討は，次の諸点に総括す

ること由1できる。

まず第ーに，貿易自由化に対して打ち出されるのが，機械化の推進を軸とす

る労働生産性の一大向上運動というべき政策であり，この点では，政府・アン

ケート委員会と，綿業資本家とは一致していた乙と Eある。

第二に，フランR 綿業資本家は，個々の機械の輸入にとどまらず，機械体系

己それに照応する労働力のあり方，これらの運用の仕方，すなわち，最新の工

場体制そのものを，イギリスから移植することによって，この政策を実現しよ

うとしたことである。

第三に，その際，フランス綿業資本家は.イギリスと比べてのフラ γ ス人労

働者の「熟練」や， ['資質」の低さ，労働規律の欠如という問題に直面し，こ

れが，かれらの工場体制認識の最大の特徴になっていることである。

第四に，進んだ紡績工場では，すでに，自動ミュール化と並んで，紡績工程

監督の採用，紡績工助手の資本による直接雇用，準備工への出来高給の採用，

全体としての兵蛍的体制の強化が実現されており，これが，貿易自由化前夜の

フランス綿紡績業における工場体制の発展段階を特徴づけることである。

第五に，これに代表される工場体制の発展と，この現実を踏まえて打ち出さ

れた政策こそが，イギリスとの直接の競争下で，園内市場の確保を可能にした

ことである。

最後に，第六に，総じ C，1860年アンケートは，貿易自由化を前にしたフラ

ンァ、綿業資本家の工場体制認識と，客観的な工場体制の発展段階についての貴

重な資料を提供するものになっていることである。

(1982年 3 月23~)


